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第１章 都市計画マスタープランの基本的な考え方 

計画の背景と目的 

「広尾町都市計画マスタープラン」は、広尾町の都市計画に係る基本的な方針を示すも

のとして平成 14 年度に策定が行われました。 

○計画期間   ：平成 15 年度～令和 4 年度 

○計画の対象範囲：都市計画区域、及び、豊似・野塚・音調津の市街地 

広尾町においては、この計画に基づき、都市計画分野における総合的な取り組みを進め

てきました。 

 

この約 20 年の間には、人口減少や少子高齢化など、町を取り巻く人口・世帯に係る大

きな変化がみられる一方で、老朽化している公営住宅等の建替整備、国保病院の増床・生

活支援ハウス「なごみ」の新設などの定住環境の基盤の強化、あわせて、町内初となる

NPO 組織や民間が主体となった観光関連組織の設立ほか、民間ベースのまちづくりや地

域振興に係る活発な動きもみられるところです。 

また、広尾町では、まちづくり推進総合計画の改定や総合戦略、人口ビジョンの策定な

どの上位計画の策定等が行われており、これら最新の上位・関連計画の内容を十分踏まえ

た都市計画の推進が求められているといえます。 

以上を踏まえ、今までのまちづくりに関する実績や現在のまちを取り巻く環境を十分

に踏まえ、今後も人口減少・高齢化が進む中においても、持続的でいつまでも住み続けら

れる都市づくりを目指し、本計画の見直しを行うこととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■前回計画策定以降の経緯など 

20 年間が経過 

第 6 次まちづくり推進総合計画（R2 年度策定） 

第 5 次まちづくり推進総合計画（H22 年度策定） 

第 2 期広尾町総合戦略（R 元年度策定）等 

NPO の設立など、 
民間のまちづくり活動の展開 

「
広
尾
町
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
」 

（
平
成
14
年
度
策
定
） 

「
広
尾
町
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
」 

の
見
直
し
（
令
和
3
～
4
年
度
） 

人口減少・少子高齢化の進行など、社会状況の変化 

新
た
な
計
画
に
基
づ
く
、
ま
ち
づ
く
り
の
推
進 
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広尾町都市計画マスタープランの位置づけ 

広尾町都市計画マスタープランは、令和 3 年度からスタートした「第 6 次広尾町まち

づくり推進総合計画（計画期間：令和 3 年度～令和 12 年度）」に基づく、都市計画・基

盤整備に係る部門別計画として位置付けられるものであり、都市計画に関する基本的な

方針を定めるものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

策定体制と策定経緯 

次のような体制のもと、広尾町都市計画マスタープラン作業を進めました。 

 

 

組織名称 構成員 主な役割 

策定委員会 委員長：副町長 

副委員長：企画課長 

委員：関係課長職 

・計画原案について、協

議・承認する機関 

専門部会 部会長：港湾課長補佐(R3)  

    企画課長補佐(R4) 

副部会長：企画課企画防災係長(R3) 

     水産商工観光課商工観光係長(R4) 

部員：関係課長補佐・係長 

・計画素案などについて

協議・検討などを行う

機関 

・計画策定に係る情報収

集・意向把握のため

の、依頼・照会事項へ

の対応 

事務局 建設水道課長、建設水道課 ・計画案の作成・検討ほ

か、業務の総括管理 
  

農林 
水産業 

港湾 教育 福祉 商工業 

『第 6 次広尾町まちづくり推進総合計画』 
（まちのめざす将来像：海・山・川が織りなす、希望が灯るサンタランド・ひろお） 

環境 都市・基盤整備 

・都市の空間形成に関する事項 

 (土地利用・交通・公園等) 
…… 

【他の部門との連携・整合】 

都市計画マスタープラン 
（都市計画に関する基本的な方針） 

都市計画区域の整備、開発及び保全の

方針（北海道 令和 2 年 10 月決定） 
即する 

個別具体の都市計画 

■策定にあたっての組織 

■上位計画などとの関連 
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報告 

案の提示 

原案の照会 
・協議 

意見・指示 

【住民意向の把握】 
 
○「第 6 次広尾町まちづく

り推進総合計画」策定に
あたってのアンケート調
査(H31 年 2～3 月) 

 
○「まちづくり町民みらい会
議」※(R3 年度) 

 
○ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ(R4 年度)ほか 

意見 
・指示 

連携・調整 
都 
市 
計 
画 
審 
議 
会 

町長 町議会 

策定委員会 

（関係課長職） 

専門部会 

(関係課長補佐 

・係長職) 

意見 

素案等の照会 
・検討依頼 

意見 
・指示 

事務局 

（建設水道課） 

意見・指示 

■都市計画マスタープランの策定作業の経緯 

■都市計画マスタープランの策定体制 

※「まちづくり町民みらい会議」：町民参加のまちづくりを推進するために令和 3 年度から実施するもの。
初年度である令和 3 年度は、公園づくりをテーマに開催。 

4～6月 7～9月 10～12月 1～3月 4～6月 7～9月 10～12月 1～3月

基本作業

策定委員会 ① ② 　③

専門部会 ①　　　② ③

都市計画
審議会

○

議会関連 △ ◎

備考

△：議員協議会　　◎：行政報告

令和3年度 令和4年度
項目

策
定

まちづくり

町民みらい会議

現況等整理

問題・課題整理

都市ﾏｽのﾃｰﾏ・実現に向けた柱

全体構想・地域別構想等

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ

ｺﾒﾝﾄ

全体調整
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計画期間と対象範囲・将来人口 

 計画の期間 

「広尾町都市計画マスタープラン」は、概ね 20 年後の長期を見据えた計画であり、

計画期間は令和 5 年度（2023 年度）～令和 24 年度（2042 年度）とします。 

 

 計画の対象範囲 

計画の対象範囲は、広尾町の都市計画区域を基本としながら、そのほか一定規模の市

街地が形成されている豊似、野塚、音調津についても一部対象とします。 

 

 将来人口 

「国立社会保障・人口問題研究所」の推計（平成 30 年）によると、広尾町の将来人

口は、2045 年で 3,394 人、2065 年で 1,770 人とされています。 

参考として、町では、「広尾町人口ビジョン改訂版（令和元年度）」にて人口推計を行

っており、「第 6 次広尾町まちづくり推進総合計画」においても、この推計結果から将

来の人口目標を設定しているところです。 

以上を踏まえ、本マスタープランにおいても町総合計画と同様、上記人口ビジョンの

推計値をもとに、令和 24（2042）年度で概ね 3,600 程度を目標人口とします。 

 

 

 第６次広尾町まちづくり推進総合計画における方向 

第 6 次広尾町まちづくり推進総合計画においては、まちの目指す将来像を「海・山・

川が織りなす、希望が灯るサンタランド・ひろお」としたまちづくりを進めることとし

ています。 

 

また、これに基づいた「まちづくりの基本目標」として、以下の 5 つが設定されて

います。 

○豊かな自然を生かした活力ある産業のまちづくり 

○住み慣れた地域で安心して暮らせる支え合いのまちづくり 

○豊かな心を育み文化を高めるまちづくり 

○住みやすさが感じられるまちづくり 

○次世代に引き継ぐことができるまちづくり 

 

この「広尾町都市計画マスタープラン」においても、これらの実現をサポートしてい

く内容とします。  

※「広尾町人口ﾋﾞｼﾞｮﾝ改訂版」の推計値～Ｒ27(2045)年：3,600 人、Ｒ47(2065)年：2,300 人 
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 町民の意向 

「第 6 次広尾町まちづくり推進総合計画」策定の際に実施したアンケート調査の結

果は次のようなものです。 

 

 

■アンケート調査の結果 

〇まちの基盤などの評価について 
項目 評価 

道路の整備や除雪対応 ・満足している：16.4％ 
・まあ満足している：42.1％ 
・どちらともいえない：14.8％ 
・やや不満である：17.1％ 
・不満である：8.9％ 
・無回答：0.7％ 

水道及び上水道 ・満足している：36.5％ 
・まあ満足している：38.0％ 
・どちらともいえない：17.3％ 
・やや不満である：4.0％ 
・不満である：3.3％ 
・無回答：0.9％ 

公園緑地や子どもの遊び場 ・満足している：6.1％ 
・まあ満足している：17.5％ 
・どちらともいえない：44.2％ 
・やや不満である：14.8％ 
・不満である：14.0％ 
・無回答：3.5％ 

まちなみや景観などの対策 ・満足している：5.4％ 
・まあ満足している：14.8％ 
・どちらともいえない：40.1％ 
・やや不満である：22.2％ 
・不満である：14.0％ 
・無回答：3.5％ 

 
〇町の住みよさ・住み続け意向について 

項目 評価 
今後も広尾町に住み続けたいと
思いますか 

・住み続けたい：37.5％ 
・当分の間住み続けたい：23.7％ 
・他の市町村に移りたい：19.4％ 
・どちらともいえない：18.2％ 
・無回答：1.2％ 

住み続けたいと思う理由 
（複数回答） 

・町内に持ち家がある：64.7％ 
・生まれ育った町である：52.7％ 
・自然環境が豊かである：35.6％ 
・職場（自営含む）・勤め先が近い：29.6％ 
・安全・安心な町である：28.8％ 
・ご近所・町内会等との関係がよい：19.7％ 
・まちづくりの取組が充実している：2.6％ 
・町のサービスが充実している：2.6％ 
・時価・物価が安い：1.4％ 
・将来的な発展性がある：0.9％ 
・対外的な町のイメージがよい：0.3％ 
・その他：6.8％ 
・無回答：0.6％   

調査期間：平成 31 年 2 月 16 日～3 月 4 日 
配布数：1,397 票  回収数 573 票 （回収率：41.0％） 
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〇将来に対する要望について 
項目 評価 

広尾町の将来
に何を望みま
すか 
（複数回答） 

・保健・福祉・医療の充実を図り、健康で安心して暮らせるま
ち：60.0％ 

・産業の振興に力を入れ、活力のあるまち：46.6％ 
・社会の変化に順応し、産業、教育、福祉などバランスのとれた
まち：45.2％ 

・観光資源の開発と充実を図り、多くの人が訪れるまち：39.8％ 
・町民同士が助け合い、行政と町民が協働するまち：27.6％ 
・教育・文化などの水準を高め、人づくりのまち：17.6％ 
・自然環境保護に取り組み、公害のない美しいまち：13.6％ 
・行政の効率化を優先し、自立するまち：6.3％ 
・その他：4.5％ 
・無回答：1.9％ 

今後の「安
全・安心」に
ついて 
（複数回答） 

・防災対策（地震、津波、水害等）：58.6％ 
・道路の整備、公共交通の充実：33.9％ 
・公園や緑地の整備：29.7％ 
・消防、救急体制の充実：23.9％ 
・安全対策の推進（交通、防犯）：22.7％ 
・景観、自然環境保全の推進：21.6％ 
・ごみ処理、リサイクル対策：16.4％ 
・公営住宅の整備：11.5％ 
・公害対策（騒音、水質汚濁、悪臭等）：10.6％ 
・消費者保護対策の推進：9.9％ 
・上下水道の整備：8.0％ 
・その他：2.8％ 
・無回答：3.5％ 

 

「広尾町都市計画マスタープラン」は、このような住民の皆さんからのご意見を踏ま

え、策定しています。 
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第２章 広尾町の現状等の整理 

広尾町の現況 

 沿革 

広尾町の歴史は、明治２年の広尾郡茂寄村の開村に始まり、当時は十勝で最も人口が

多い地域でした。北海道開拓時においては、十勝経済・産業の中心地として、生産・生

活物資の物流拠点として栄えたまちです。大正 15 年に広尾村へ、昭和 21 年には広尾

町として町制が施行されました。 

その後、十勝港の整備やサンタランドの認定ほか多様なまちづくりを進め、現在に至

っています。 
 

 人口・世帯 

全町の人口・世帯数は減少傾向にあり、令和2年国勢調査においては人口6,387人、

世帯数 2,997 世帯となっています。 

全町の高齢者人口（65 歳以上）については、近年急増しており、その割合は令和 2

年国勢調査で 39.5％となっています。 
 

 位置・自然特性 

十勝地方の南端に位置し日高地方と隣接しており、海と森林、農地等の自然に囲まれ

た中にまちが形成されています。また、国定公園として最大面積を誇る「日高山脈襟裳

国定公園」については、現在、国立公園化に向けた取り組みが進められています。これ

らの自然を活かし、特色あるレクリエーション・レジャーが行われています。 

また、高規格道路帯広・広尾自動車道が忠類大樹 IC まで供用開始しており、現在は

豊似 IC（仮）までの約 15km、豊似 IC（仮）から広尾 IC（仮）までの約 12km の整

備が進められているなど、札幌方面ほか広域との交通アクセス条件が向上しています。 

気候面では、十勝管内の中では比較的温暖な地域です。 
 

 市街地形成 

都市計画区域内に位置する中心市街地のほか、区域外にも３つの市街地が位置して

います。（豊似市街地・野塚市街地・音調津市街地） 

産業・流通の拠点としての「十勝港」、観光拠点として「サンタランド（大丸山森林

公園）」のほか、国保病院を核とした保健・医療・福祉ゾーンの整備が行われています。 
 

 産業構造 

農林水産業とともに、十勝港を中心とする港湾都市として発展しています。漁業生産

額は約 40 億円、農業粗生産額は約 80 億円で推移しております。 

一方商業については、近年、店舗数や従業員数・販売額は横這いあるいは減少傾向に

あり、工業出荷額については、90 億円程度で推移しています。  
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■広尾町を取り巻く広域条件 



- 9 - 

■まちの主なあゆみ 

年次 できごと 

明治 2 年 1869 年 開拓使を設置、十勝国は広尾郡など 7 郡、広尾郡茂寄村が誕生 

大正 15 年 1926 年 茂寄村を広尾村に改称 

昭和 4 年 1929 年 広尾港築港起工式 

昭和 7 年 1932 年 国鉄広尾線開通（昭和 61 年に廃止） 

昭和 9 年 1934 年 黄金道路、8 年の歳月ののち開通 

昭和 21 年 1946 年 町制施行、広尾町となる 

昭和 39 年 1964 年 広尾港を十勝港に改名 

昭和 45 年 1970 年 十勝港、国の重要港湾に指定 

昭和 55 年 1980 年 ｼｰｻｲﾄﾞﾊﾟｰｸ広尾開園、十勝港の貨物取扱量 100 万ﾄﾝ突破 

昭和 59 年 1984 年 ｵｽﾛ市が広尾町をｻﾝﾀﾗﾝﾄﾞに認定 

昭和 63 年 1988 年 開町 120 年記念事業として十勝海洋博覧会開催 

平成 8 年 1996 年 ﾌｪﾘｰ就航及びﾌｪﾘｰﾀｰﾐﾅﾙ落成（平成 11 年に運行休止） 

平成 9 年 1997 年 天馬街道、27 年の歳月ののち開通 

平成 23 年 2011 年 十勝港の年間貿易額が初の 150 億円突破 

平成 30 年 2018 年 開町 150 年記念式典 

令和 4 年 2022 年 帯広・広尾自動車道（豊似～広尾間） 新規事業化が決定 
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上位・関連計画 

広尾町の上位・関連計画として、次の様なものが挙げられます。 

 

 第６次広尾町まちづくり推進総合計画（令和２年度策定） 

○計画期間（基本構想・基本計画）：令和 3 年度～令和 12 年度 

○まちのめざす将来像：『海・山・川が織りなす、希望が灯るサンタランド・ひろお』 

○目標人口（令和 12 年）：5,160 人 

○重点プロジェクト 

①広尾の魅力発信プロジェクト 

②「広尾の食資源」開発、伝承プロジェクト 

③「サンタランド」の魅力向上プロジェクト 

④ひろお子育て力向上プロジェクト 

⑤自分大好きプロジェクト 

⑥「賑わいと健康」創出プロジェクト 

⑦買い物利便性向上プロジェクト 

⑧空き家再生プロジェクト 

○基本計画－「４．住みやすさが感じられるまちづくり」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1.安心・

安全な

環境の

確立 

①防災・減災対策の充実 
音調津地区の緊急避難場所に避難施設を

設置する、等 

②消防・救急体制の確立 

関係機関・民間の防災組織・企業・住民

が連携して、さらなる防火意識の向上を

図る、等 

③交通安全・防犯対策の推進 
地域における見守り、支え合い運動を展

開する、等 

④安心で便利な買い物環境の整備 買物の足の確保を支援する、等 

2. 便 利

で快適

な生活

の確保 

①道路整備・公共交通の確保 道路の補修、整備を計画的に進める、等 

②居住環境の整備 空き家情報の充実に努める、等 

③環境衛生の向上・資源リサイクル 町民主体によるエコ運動を展開する、等 

④上下水道の整備 下水道施設の修繕や更新を進める、等 

⑤情報通信技術等の活用 
産業などあらゆる分野で ICT や AI など

最新技術の導入を検討する、等 

3. 環 境

保護の

取組 

①地球環境・エネルギー対策の推進 
産業分野における再生可能エネルギーを

有効活用する、等 

②公園・緑地など土地の適正利用 防災公園を整備する、等 

③自然環境の保全と特色ある景観

づくり 

広尾ならではの景観の魅力を広める、等 
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 第２期広尾町総合戦略（令和元年度策定） 

○計画期間：令和 2 年度～令和 6 年度 

○基本理念：『ひとを育て、しごとを創り、多彩な地域交流でまちの魅力を高め発信す

る』 

○政策分野－移住定住 

・重点プロジェクト：町民・移住者の暮らし生き生きプロジェクト 

・施策：①多様な移住体験による交流人口拡大／②誰もが居場所と役割を持ち、安心し

て楽しく暮らせる地域社会の創出／③都市部との交通機能の充実／④企業や

都市部からの資金の流れの強化 

 

 広尾町人口ビジョン改定版（令和元年度策定） 

○対象期間：令和 47 年 

○目標人口 令和 27 年：3,600 人 令和 47 年：2,300 人 

 

 広尾町強靭化計画（令和２年度策定） 

○計画の目標：①大規模自然災害から町民の生命・財産と広尾町の社会経済システム

を守る／②広尾町の強みを活かし、国・北海道全体の強靱化に貢献す

る／③広尾町の持続的成長を促進する 

○リスクシナリオの設定（7 つのカテゴリー）： 

①人命の保護／②救助・救急活動等の迅速な実施／③行政機能の確保／

④ライフラインの確保／⑤経済活動の機能維持／⑥二次被害の抑制／

⑦迅速な復旧・復興等 

 

上記のほか、「広尾町公共施設等総合管理計画（令和 4 年度改訂）」、「広尾町住生活

基本計画（平成 23 年度策定）」、「広尾町地域福祉計画・広尾町地域福祉実践計画（平

成 28 年度策定）」、「第 2 期広尾町子ども・子育て支援事業計画（令和 2 年改訂版）」

及び、北海道が策定している「広尾都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方

針（令和 2 年度）」などを踏まえて策定を行っています。 
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都市計画マスタープランの策定にあたっての課題 

本計画は、策定後約 20 年を経過し目標年次を迎えることから、まちの現状を踏まえ

た時点修正とともに、以下に示すような広尾を取り巻く環境変化等への対応も考慮し

「持続可能な広尾のまちづくり」を目指していきます。 

 

 人口減少・高齢化 

広尾町の人口は減少を続けており、約 20 年後（2045 年）には 3,600 人と予想さ

れています。 

また、高齢化率も経年的に上昇しており、同 2024 年には 50％を超えることが予

想されています。 

このようなさらなる人口減少や高齢化等が進む中においても、広尾町において誰も

が安心して住み続けられるまちとしていくことが必要といえます。 

 

 まちの上位計画との整合 

「第 6 次まちづくり推進総合計画（令和 2 年度策定）」や「第２期広尾町総合戦略

（令和元年度策定）」などの上位計画との整合のもと、都市計画部門からこれら上位計

画の実現に向けた取り組みが必要といえます。 

 

 災害に強いまち 

近年頻発する自然災害に対応し、災害に強い都市基盤の構築とともに、地域コミュニ

ティを主体とした取り組みなどにより、将来にわたり安全・安心にくらせるまちづくり

が必要といえます。 

 

 既存ストックの利活用と効果的・効率的なまちづくり 

道路や公園、公共施設や公営住宅などの生活に密着した基盤施設とともに、港湾ほか

まちの発展を支える産業基盤等、これまで築いてきた既存ストックの有効活用により、

限られた財源条件の中で「選択と集中」を意識しながらより効果的・効率的にまちづく

りを進めていくことが必要といえます。 

 

 近年の社会潮流やまちの変化への対応 

近年の多方面における環境問題への意識の高まりを受け、都市分野から環境負荷の

小さいまちづくりに向けた取り組みが求められています。 

移住や二地域居住などの需要の高まり、広域道路の整備・延伸による地域外交流活発

化の可能性、また、情報通信技術の発展による双方向の交流や民間が主体となった観光

振興ほか各種まちづくり活動の進展など、近年の社会潮流を的確に捉え、これらを広尾

のまちづくりに効果的に活用していくことが必要といえます。  
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■【参考】当初計画の策定（平成 14 年度）以降における、市街地整備等に関する主な動き 

○飼料コンビナートの
整備（H22） 

○小麦サイロの整備増設（H23） 

○認定こども園「ひろお保
育園」の開園（R1） ○広尾小学校（旧広尾第二

小学校）への統合（H23） 

○公営住宅錦町団地
の建替（H25～R2） ○宿根草の花畑 

○「サンタの丘」の整備（H24） 

○国民保健健康病
院の増床（H20） 

○生活支援ﾊｳｽの整備（H15） ○NPO法人「のーまひろお」設立（H19） 
○「ゆうゆうベーカリー」の開店（R2） 

○公営住宅こぶしが丘団地 
の建替（H12～H18） 

○広尾バス待合所の整備（H30） 
※旧広尾駅鉄道記念館の解体 

○公営住宅新北樺団地の建
替（H12～H18） 

○陣屋大橋の開通（H31） 

※広尾小学校（旧広尾第二小
学校）への統合（H23） 

※「シーサイドパーク広尾」にお
ける諸施設の営業終了 

○帯広・広尾自動車道の延伸整備 
（H27.3 忠類大樹 ICの供用） 
 
○豊似小学校の建替整備（R1） 
○A コープサンタ村の整備（H30） 
※豊似中学校の閉校（H29） 
 
※野塚中学校の閉校（H19） 
※野塚小学校の閉校（H27） 

○広尾高生向け下宿「学生会
館とかち」の整備（H29） 

○入舟地区・上浜地区の 
避難階段の整備 

○音調津避難施設の整備（R3） 
※音調津小中学校の閉校（H19） 
 
○「日高山脈襟裳国定公園」の国立公園化に向けた関係自治体
連絡会の設立（R2.2） 

 
○都市間バス「高速ひろおサンタランド号」の運行開始（H16） 
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第３章 都市計画マスタープランのテーマと柱 

広尾町都市計画マスタープランのテーマ 

広尾町は、開拓当時、十勝地方で最も人口の多いまちとして、十勝の経済・産業の中心

地として栄え、海や山などの自然環境と、穏やかな気候風土にある地域資源豊かなまちで

す。 

広尾町は、このような豊富な自然資源を背景とした水産業・農業、十勝港を中心とする

物流業を基幹産業としています。また、近年は、日高山脈襟裳国定公園の国立公園化に向

けた取り組みや、広域との連携強化に資する高規格道路の延伸整備が進められているな

ど、まちの魅力や資源・特性を活かしながら、今後もさらなる発展が期待されます。 

 

しかし、一方では人口減少や少子高齢化の進行、若年層の町外流出、産業の停滞、観光

の振興などが長期にわたる全町的な課題となっています。 

今後は、この様な環境においても、豊かな自然環境の保全・活用のもと、住民との協働

の視点も持ちながら、個性豊かで持続的なまちづくりを進めていくことが必要になって

います。 

 

このような背景を踏まえ、今後のまちづくりは、まちの発展を支える重要な基盤といえ

る豊かな自然資源を守り共生し、次世代に継承していくとともに、まちの個性の創出や、

いつまでもだれもが安心して住み続けられるまちづくりを住民・行政が力を合わせて進

めていくことが重要と考えられます。 

このような観点から、広尾町都市計画マスタープランのテーマを次のように設定しま

す。 

 

  

広尾町都市計画マスタープランのテーマ 

 

魅力を活かし、未来へ繋げるまち ひろお 
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テーマ実現のための柱 

 自然を大切にし活かすまち ～海・森・大地とまちの共生 

■ねらい 

広尾町が有する海、森林、農地などの広大な自然は、まちの基幹産業を支えるフィー

ルドとして、また、人々に安らぎと潤いを与えるまち固有の資源として、大切な財産と

いえます。このような環境に囲まれた中に広尾町の市街地が形成されています。 

これらの自然資源を町の財産として保全に努めていくなど、今後とも環境に配慮し

たまちづくりを進めていく必要があります。 

また、保全だけではなく、レクリエーションや自然体験の場として、自然の積極的な

活用を行い、自然との共生を図っていくことも重要と考えられます。 

 

 

 安心して暮らせるまち ～定住環境の向上 

■ねらい 

今後もさらなる人口減少が進む中においても、いつまでも安心して暮らせる基盤の

形成は、まちづくり上で最も重要な課題です。 

このような定住環境づくりに向け、将来の人口動向や居住者のニーズを踏まえ、空き

家対策を含めた住宅の整備や活用、生活道路や下水道、身近な公園の整備・更新を図っ

ていく必要があります。 

また、加速度的に進行する高齢化社会等に対応するため、お年寄りや障がいのある方

も快適に生活できるためのユニバーサルデザインへの配慮ほか福祉機能の向上ととも

に、子育て世帯に配慮した環境づくりについても重要な事項であると考えられます。 

さらにハードに関する基盤整備だけではなく、住みよいまちづくりを目指し、民間活

力の活用も視野に入れ、多様なまちづくり活動やコミュニティ活動、また、まちづくり

に関する人材の活用・育成等も重要と考えられます。 
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 災害に強いまち ～防災力の向上 

■ねらい 

昨今、多方面で自然災害が頻発しており、防災や災害対応の視点は、これからのまち

づくりを進めるうえでの重要な事項となっています。 

広尾町においても、近年、地震や津波、また、大雨等による被害の発生がみられ、こ

れらへの対応に向け、地域ごとの防災倉庫の整備や避難路・避難施設の整備などが順次

進められています。 

今後とも、災害に強い安全なまちとしていくため、災害時の避難活動の拠点となる場

づくりを含めた避難環境の整備・充実に併せ、防災に関する意識の普及・啓発に取り組

んで行くことが重要と考えられます。 

 

 

 便利で快適なまち ～都市機能の維持・強化 

■ねらい 

広尾町では市街地部分を中心に、現在、主要な都市基盤整備が進行しています。 

今後さらなる人口減少が予想される中においても、持続的かつ快適なまちとしてい

くため、長期的な視点にて広尾町の市街地像を的確に見据え、都市計画道路・都市計画

公園など都市施設や土地利用の方向性を示していくことにあわせ、個性あるまちづく

りに向けて都市景観にも配慮していくことが必要と考えられます。 

また、重要港湾十勝港を擁する物流の要衝にあることを踏まえ、広域的道路ネットワ

ークについても、充実・強化していくことも必要と考えられます。 

 

 

 地域の資源を活かした産業振興のまち ～産業活性化を支える基盤づ

くり 

■ねらい 

広尾町は自然資源に恵まれており、これらを基盤とする第１次産業がまちの経済を

支えています。 

しかし、第１次産業をはじめ産業全体が低迷傾向にあり、若年層の就業先が少なく、

人口が流出するなどの問題点が挙げられます。 

これらを踏まえ、今後のまちの発展を促していくため、港湾の整備・利活用や高規格

幹線道路整備に伴った物流機能の向上に併せ、農業・漁業等の地場産業や製造業・商業、

また、地域の特色を活かした観光の振興を支える基盤づくりを行っていくことが重要

と考えられます。 
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■「広尾町都市計画マスタープラン」骨子のフロー 

広尾町の現状 

町民意向（まちづくりアンケート） 

近年の都市を取り巻く潮流・キーワード 

上位・関連計画の位置づけ 

○人口減少・世帯数の減少  H12：8,975人・3,328世帯⇒R2：6,387人・2,997世帯 
○高齢化の進行  高齢齢化率 H12：21％→R2：40％ 
○町外への人口転出傾向の継続 
○基幹産業を取り巻く環境変化、商業の衰退、観光入込数の減少 
 
○小中学校の統廃合（広尾第二小・野塚小・豊似中・野塚中・音調津小中の閉校） 
○豊似小学校の建替（R1）、連携型中高一貫校教育開始（H18） 
○海洋水族館科学の閉鎖（H17）等、シーサイドパーク内施設の縮小 
○生活支援ハウス「なごみ」の整備（H15）、国保病院の増床（H20）認定こども園「ひろお保育園」開
設（R1）など、福祉保健医療環境の整備 

○飼料コンビナート・小麦サイロなど、十勝港における大規模施設の整備 
○宿根草の花畑「サンタの丘」の整備（H24）等、サンタランドの充実 
○「帯広・広尾自動車道」の延伸（H15.3帯広川西IC供用、H27.3忠類大樹IC供用） 
○都市間バス「高速ひろおサンタランド号」の運行（運行開始：H16） 
○「日高山脈襟裳国定公園」における、国立公園化の動き 
 
○NPO法人「のーまひろお」の設立（H19）、広尾高校向け下宿「学生会館とかち」の整備（H29）、
広尾サーフィン連盟、ピロロツーリズム推進協議会など、民間主体のまちづくりの動き 

○まちの基盤などの評価については、「公園緑地や子どもの遊び場」や「まちなみや景観などの対

策」に関する満足度が低い傾向にあります。 

○「今後も広尾町に住み続けたい」という意向が高くなっており、その理由として、「生まれ育っ

た町であること」などの町への愛着や、豊かな自然環境などが挙げられています。 

○将来の広尾町に望むこととしては、高齢化の進展などを背景として「保健・福祉・医療の充実」

を望む意見が最も多くなっています。 

○今後のまちの「安全・安心」については、「防災対策（地震・津波・水害等）」を望む意見が最

も多くなっています。 

ＳＤＧｓ／地方回帰／スマートシティ／居心地が良く歩きたくなるまちなか（ウォーカブル） 

／自然災害対策・避難環境／オープンスペースの重要性／交流・滞在／新技術等の活用 

／まちづくりと一体となった交通戦略／コンパクトシティ 等 

○第6次まちづくり推進総合計画：海・山・川が織りなす、希望が灯るサンタランド・ひろお 

○第2期広尾町総合戦略：ひとを育て、しごとを創り、多彩な地域交流でまちの魅力を高め発信する 

○広尾町強靭化計画：広尾町の持続的成長を促進する、ほか 

広
尾
町
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
の
テ
ー
マ 

魅
力
を
活
か
し
、
未
来
へ
繋
げ
る
ま
ち 

ひ
ろ
お 

①自然を大切にし活かすまち 

～海・森・大地とまちの共生 

②安心して暮らせるまち 

～定住環境の向上 

③災害に強いまち 

～防災力の向上 

④便利で快適なまち 

～都市機能の維持・強化 

⑤地域の資源を活かした産業

振興のまち 

～産業活性化を支える基盤づ

くり 

広尾町のキーワード 

 

 

○開拓時の海運拠点として早

くから栄えた歴史あるまち 

○十勝港を擁する物流の拠点 

○海や緑に囲まれた潤いある

まち 

○自然を活かしたレクリエー

ションが盛ん 

 

○人口の減少 

○高齢化の進行 

○商業などが停滞傾向 

 

○日高管内と十勝管内の玄関 

○サンタランドをテーマにし

たまち 

 

           など 
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第４章 全体構想 

土地利用の方針 

 基本的な考え方 

広尾町の都市計画区域は、昭和 26 年に指定されており、その面積は令和 3 年度末

で 3,081ha、用途地域面積は 553.9ha となっています。 

都市計画区域内においては、市街地の効率的・効果的な土地利用とともに、まちの産

業を支える豊かな自然環境・農地の保全・活用に配慮していきます。あわせて、都市計

画法に基づく「整備、開発及び保全の方針」の趣旨を踏まえ、都市的土地利用のみなら

ず、自然保全にも配慮した土地利用を進めていきます。 

一方、都市計画区域外においては、まちの発展を支える農業や漁業などの基幹産業の

拠点となる集落など、原則的にすでに宅地化等が進んでいるエリアを除き、都市的土地

利用を抑制していきます。 

広尾町においては、今後とも人口減少が進行することが予想されていますが、その様

な状況下にあっても、町民だれもが安心して住み続けられるよう、持続的な地域づくり

向けた「コンパクトなまちづくり」・「既存資源・ストックの有効活用」などの視点を持

ちながら、戦略的な土地利用を進めていきます。 

 

 

 土地利用区分と市街地の考え方 

都市計画区域のうち、既存の用途地域を中心としたエリアにおいて都市的土地利用

を推進していきます。これら用途地域内においては、居住・商業・工業等の都市活動の

円滑かつ効率的な推進に向け、未利用地の活用も含め、適切かつ効率的な土地利用を進

めて行きます。 

 

一方、都市計画区域内の用途地域の指定がなされていない区域（白地地区）について

は、人口減少が進行している近年、特段の開発圧力が見られない状況も踏まえ、引き続

き無秩序な市街地の拡大を抑制し、優良な農地や樹林地ほか、広尾町の産業基盤を支え

る豊かな自然環境の保全を図っていきます。 

 

住宅地・商業地・工業地の用途地域の指定については、現況の用途地域の指定区分を 

を基本としながらも、これからの人口動向やまちづくり上の新たな動きに対応し必要

に応じて見直し含めて適切な指定を行っていきます。 

 

既存の住宅系市街地内では、広尾町において将来にわたる安定的な住宅地として、良
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好な居住環境の形成に努めていきます。また、商業系市街地においては、本通（国道

336 号）や丸山通などを軸として、住宅地との共存のもと商業地としての土地利用を

継続していきます。 

 

一方、十勝圏における唯一の重要港湾である十勝港においては、広尾町をはじめ十

勝・道東の発展を支える物流拠点とし、また、中広尾については水産加工団地として利

活用を図っていきます。 

これら地域においては、継続して工業系用途地域の指定を行い、また、十勝港につい

ては港湾計画を踏まえた臨港地区の適切な指定のもと、それぞれ生産活動等の場とし

ての土地利用を継続していきます。 

 

都市計画区域外の「豊似」「野塚」「音調津」の各市街地については、まちの産業や歴

史的な背景から一定規模の市街地の形成が図られています。これら市街地は、農業・漁

業等のまちの基幹産業を支える拠点として重要な役割を担っていることから、今後と

も自然景観への配慮のもと市街地としての適切な土地利用を図って行きます。 

 

 

 計画期間において留意していく事項 

今後、広尾町においては、さらなる人口減少が進行することが予想されています。こ

のような中でも、機能的かつ安全に安心して生活できるまちとしていくためには、コン

パクトなまちづくりといった考えのもと、まちの将来を見据えた適切な土地利用を進

めていくことが重要です。 

これらを踏まえ、当面は現在の土地利用の継続を前提としつつも、今後の人口等の推

移を鑑みた市街地像ほか、人口減少下のひろおのまちをイメージした土地利用につい

て継続的に検討していきます。 
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酪農・畑作地域が広く分布 

町域の約 8割を占める 
広大な森林資源 

十勝地方全体漁獲量の 
98％を占める豊富な漁場 

日本最大規模を誇る国定公園 
「日高山脈襟裳国定公園」 

日高方面へ繋がる 
十勝圏域の玄関口 

日高方面へ繋がる 
十勝圏域の海沿いの玄関口 

十勝圏域の産業 
を支える 

重要港湾十勝港 

【豊似・野塚市街地】 
基幹産業（農業）を支える拠

点としての役割 

【音調津市街地】 
基幹産業（漁業）を支える拠

点としての役割 

【広尾市街地】 
総人口の 8割以上を占める 
まちの中心的な市街地 
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森林・農地で構成される 
豊かな自然環境の保全・活用 

 

効率的でコンパクトな 
まちづくり 

白地地区における無秩序
な市街地の拡大を抑制 

安定的な居住環境づくりに
向けた住居系土地利用 

まちの商業活動のフィールド
となる商業系土地利用 

物流・生産活動の基盤
となる工業系土地利用 
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交通体系の方針 

 基本的な考え方 

広尾町は、十勝圏の海上物流拠点である重要港湾十勝港を要し、また日高方面から十

勝地方への玄関口にあり、南十勝の交通の要衝であるといえます。 

また、現在、高規格道路「帯広・広尾自動車道」の延伸整備が進められており、この

高速交通ネットワークにより道内各地との連携が強化されるなど、良好な交通アクセ

ス条件を有しているといえます。これら「十勝港」・「高規格道路」といった、広域と連

絡する物流・高速交通基盤は、広尾のまちの発展をけん引する重要な役割を担っていま

す。 

このような位置づけを踏まえ、広域的な連携強化により増加が見込まれる産業交通

等の発生や、通過交通の円滑な処理を目指し、既存の都市計画道路を中心としながら、

機能的な交通網の構築を行い、生活・産業・観光ほか様々な都市活動を支えていきます。 

これにあわせ、安全・安心な道路づくりや、広尾の特色を活かした魅力ある沿道環境

づくりも進めていきます。 

 

 機能別道路網の位置づけ 

①広域高速交通：広域かつ高次な物流・人流の要として、地域の産業や生活を支える交

通基盤 

・道内諸都市とのダイレクトアクセスを可能とする高規格道路「帯広・広尾自動車道」 

②主要幹線道路（国道）：町域を超える広域的な物流・人流を支え、都市活動の軸動線

を担う交通基盤 

・市街地を縦断し、帯広方面や日高方面を連絡する骨格軸である「国道 336 号」 

③幹線道路（道道）：国道の補完的役割を担う交通基盤 

・広尾市街地北部において国道 336 号から分岐する「道道広尾・大樹線」 

・本通中央部より分岐し、広尾市街地と豊似方面を連絡する「道道豊似・広尾線」 

・広尾市街地南端部において国道 336 号と分岐し、内陸部を連絡し音調津に至る「道

道音調津・陣屋線」 

④補助幹線道路（町道）：便利で快適な町民生活を支える交通基盤 

・補助幹線道路については、上記の道路網を機能的に連絡し、広尾市街地を網羅する

道路として、都市計画道路を中心に位置付けることとします。 

 

 安全・安心・快適な道路空間づくり 

道路整備にあたっては、円滑な交通処理といった機能面のみならず、高齢者や子ども

も含めてだれもが安心・安全に通行できる環境づくりが必要です。また、健康づくり促

進の面からも、ウォーキングなど楽しく歩ける空間としていくことも重要です。 

このことから、これからの道路整備・更新にあたっては、それぞれの特性に応じてユ
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ニバーサルデザイン等にも配慮しながら快適な道路としていくことを検討します。 

あわせて、まちの魅力や特色を再発見・再認識し、それを内外に広くアピールしてい

くために、主要な軸導線においては、沿道環境への配慮を行っていきます。 

 

 拠点を連絡する道路の考え方 

①物流拠点との連携 

主要幹線道路である国道 336 号や高規格幹線道路と十勝港を連絡する道路につい

ては、円滑な物流促進のためにも重要な道路としてネットワークを確保していきます。 

②観光拠点との連携 

国道より、大丸山森林公園（サンタランド）などに連絡する道路については、魅力あ

るシンボル空間の創出を行っていきます。 

 

 計画期間において留意していく事項 

広尾のまちの発展の要となる高規格道路「帯広・広尾自動車道」の「広尾ＩＣ（仮）」

の整備促進を要望していきます。 

また、今後のさらなる人口減少や限られた財源のもとでの道路整備等においては、す

べてを等しく整備するのではなく、「選択と集中」の視点を持った施策展開が重要とな

ると考えられます。 

このような視点にもとづき、将来の市街地像との連動のもと、道路整備の優先順位の

検討や、都市計画道路における長期未着手路線の見直しを含めた検討を進めていきま

す。 
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高規格道路（帯広・広尾自動
車道）の整備促進 

他圏域との高速アクセスの強化 

国内外と 
アクセス強化 

安全安心に歩行できる 
道路環境づくり 

選択と集中の視点での 
道路整備 

主要な軸動線における 
沿道環境への配慮 重要港湾十勝港の 

利活用 
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自然資源や景観、公園・緑の方針 

 基本的な考え方 

広尾町は、豊かな漁業資源を有する太平洋、日高山脈の山なみ、豊似川・野塚川・楽

古川・広尾川・音調津川などの自然環境に恵まれた地形条件にあります。 

この様な広尾町の発展を支える産業の場ともなっている特色ある自然環境の保全活

用を進める必要があります。また、市街地内においては、新たな公園整備とともに既存

の公園・緑地等の再整備等により、快適な暮らしを支えていく潤いのある環境形成を進

めていくことが必要です。 

また、地域資源の再認識のもと、広尾らしさに配慮した魅力ある自然景観づくりにつ

いても進めていきます。 

 

 

 潤いのある環境づくりに向けて 

①自然資源の保全・活用 

広尾のまちを取り囲み、地域の基幹産業の大切なフィールドとなっている森林・農

地・水辺等の自然資源を保全します。 

また、これら広尾町が誇る資源については、様々なアウトドア活動の場として継続的

に活用していきます。 

「日高山脈襟裳国定公園」については、国立公園化に向けた働きかけを行っていきま

す。 

 

②市街地内の公園・緑など 

子どもや高齢者をはじめ誰もが楽しみくつろげる場所づくりや、まちなかの賑わい

創出に向けて、鉄道記念公園隣接地において、新たな公園の整備を進めます。 

また、市街地内の既存公園等については、「広尾町公園施設長寿命化計画」等に基づ

き、今後の方向性を見据えた管理を進めるとともに、ネットワーク化による活用促進つ

いても検討を行っていきます。 

緑豊かなまちなみを実現するため、住宅地内の公園や緑地などの、植樹植栽活動を促

進していきます。 

パークゴルフ場やコミュニティグリーンパークについては、緑とのふれあいの場と

して、また、レクリエーション空間として、継続的に活用していきます。 

十勝港においては産業・流通の拠点としての利活用に併せ、港湾緑地の利活用促進の

支援・周知を図っていきます。 
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③まちの魅力の向上 

広尾町の資源を再認識し、農村や港町としての景観、フンベの滝、オオバナノエンレ

イソウの群生地ほか、広尾町の特色ある資源や自然景観等の保全・創出・活用を進めま

す。 

 

 

 計画期間において留意していく事項 

市街地内の新たな緑の核となる新たな公園の整備促進にあわせ、当該公園の立地優

位性を活かした周辺施設との連携によるさらなる効果の発現など、新たな公園整備の

インパクトを広くまちづくりに波及させていく方策について検討します。 

「選択と集中」の視点のもと、広尾のまち全体を俯瞰した上で今後の役割・活用方向

について検討を行い、優先度を考慮した整備を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

項目

都市計画公園の名称 本通公園　(種別：近隣公園) 丸山公園　(種別：総合公園)

広尾町の公園名称 丸山公園 新丸山公園

区分

■【参考】「丸山公園」の名称について 
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自然資源の保全、アウトドア
活動の場等としての活用 

森林・農地・水辺等 
の自然資源の保全 

水辺環境の保全 

水辺環境の保全 

国定公園の 
国立公園化の推進 

既存公園の方向性を見
据えた維持管理 

新たな公園の整備 

港町としての景観の保全 
港湾緑地の利活用 

農村景観の保全 

水辺環境の保全 
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防災の方針 

 基本的な考え方 

近年、多方面で自然災害が頻発しており、広尾町においても、以下に示す様に地震・高

波・大雨などが発生しています。 

災害に強いまちは、第 6 次広尾町まちづくり推進総合計画策定時のアンケートによって

も広く町民から望まれており、まちづくり上の重要事項と考えられます。 

いつまでも住み続けられるまちづくりに向け、「広尾町地域防災計画」等の関連計画との

整合のもと、自然災害に強いまちをつくっていきます。 

 

 災害に強いまちづくりのための取り組み 

①基盤整備等の推進 

市街地における防災機能の強化に向けて、鉄道記念公園隣接地において防災機能を備え

た防災拠点となる新たな公園整備を進めます。 

既存の避難所や避難施設等についての適正な維持管理、また、避難路の確保なども進め、

安全に避難できる環境づくりを行います。 

「広尾町住宅耐震化促進計画」等に基づき、民間施設も含めて耐震性能の確保を進めて

いきます。 

 

②情報発信・意識啓発 

「広尾町防災ハザードマップ」や「広尾町土砂災害ハザードマップ」などを通じて、広

く町民に対して防災意識の喚起を行っていくとともに、地域の防災体制の強化・整備を進

めます。 

 

 計画期間において留意していく事項 

防災機能を備えた新たな公園整備を契機とした町民の防災意識の向上や防災活用の活発

化などを進め、まち全体における防災力をさらに強化していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■近年の主な災害履歴（平成 14 年以降、広尾町強靭化計画より） 

発生年月日 原因 内容  発生年月日 原因 内容 

平成15年9月26日 
十勝沖 
地震 

震度 5 強  
平成28年4月17 

～18日 
暴風 

最大瞬間風速 
41.5ｍ 
大規模停電 
約 16 時間 

平成18年10月7 
～8日 

高波 
(低気圧) 

波の高さ 
9ｍ超  平成28年8月17日 

大雨 
台風7号 

最大瞬間風速 
29.7ｍ（7号） 
降雨量 
86.5㎜（7号） 
降雨量 
42.0 ㎜（10 号） 

平成22年4月14日 暴風 
最大瞬間風速 
40.6ｍ  平成28年8月30日 

大雨 
台風10号 

平成23年3月11日 
東日本 
大震災 

震度 3  平成30年9月6日 
胆振 
東部地震 

震度3 
大規模停電 
約 46 時間 

平成27年10月2日 暴風 

最大瞬間風速 
40.2ｍ 
大規模停電約 
16 時間 
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■広尾町防災ハザードマップ（市街地部分） 

市街地の防災拠点となる 
新たな公園や防災倉庫の整備 

資料：広尾町防災ハザードマップ（平成 31 年 3 月） 
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■広尾町土砂災害ハザードマップ（市街地部分） 

市街地の防災拠点となる 
新たな公園や防災倉庫の整備 

資料：広尾町土砂災害ハザードマップ（令和３年 12 月） 
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第５章 地域別構想 

地域区分の考え方 

地域別構想の策定にあたっては、都市計画区域内（広尾市街地）を基本とし、都市計

画区域外においても一定の規模の市街地が形成されている「豊似市街地」、「野塚市街

地」、「音調津市街地」の３地域もあわせて検討を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■各地区の位置 
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広尾市街地の整備方向 

 広尾市街地の現況 

 

①中枢機能 

用途地域が定められている市街地であり、まちの公共公益施設や生活利便施設の多

くが立地しているまちの中心地です。 

 

②居住地 

総人口の 8 割以上が広尾市街地に集中しています。市街地全体では人口減少が進ん

でいますが、「公園通北」や「公園通南」など、つつじ通沿道においては、人口が増加

している地区も見られます。 

 

③商店街 

本通や松風通（国道 336 号）、また、丸山通沿道の商業系用途地域を中心に立地し

ています。近年は空き店舗が目立ち空洞化が進んでいます。 

 

④工業 

十勝地方の海上物流の拠点である「重要港湾十勝港」が立地しています。アグリポー

ト十勝港として、道内最大級の飼料コンビナートの整備も行われています。取扱貨物量

については近年約 150 万トン程度で安定的に推移しています。 

また、市街地の南側の中広尾地区には、水産加工団地が形成されています。 

 

⑤観光・レクリエーション 

市街地の西側に隣接している大丸山森林公園は、「サンタランド」の拠点として「宿

根草の花畑 サンタの丘」が整備されるなど、広尾町の観光拠点としての魅力の向上が

進められています。 
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 広尾市街地の整備方向 

 

①自然を大切にし活かすまち～海・森・大地とまちの共生 

 

1）広尾の発展の要となる自然環境の保全 

広尾のまちの発展を支える大地・水辺・森林などの自然環境の保全を大きな前提と

した上で、市街地の土地利用を推進していきます。 

 

2）自然資源の活用 

主要な河川については、総合的な治水対策を促進するとともに、自然環境に配慮し

た河川の整備に努めます。 

大丸山森林公園（サンタランド）などについては、市街地に近接した立地特性を活

かし、個性ある自然体験の場として活性化・活用していきます。 

まちと森・海が共存している広尾のまちの特性に着目し、ウォーキングなどの健康

増進としての役割も踏まえ、市街地内の公園や緑をつなぐネットワークを形成してい

きます。 

新たな公園を整備し、子どもや高齢者をはじめ誰もが楽しみ・くつろげる場所づく

りを進めます。 

 

3）防災面からの森林資源や緑の保全・確保 

森林が有する環境保全機能・防災機能を意識し、市街地周辺の森林資源の維持・保

全を図っていきます。 

また、市街地内においては、新たな公園の整備による避難場所の確保とともに、既

存の公園・緑地においては、避難場所としての機能を維持していきます。 

 

4）工業系用地（十勝港）における緑地の活用 

十勝港においては、港湾緑地の維持・長寿命化に努めます。 
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②安心して暮らせるまち～定住環境の向上 

※都市計画マスタープランの４つめの柱「便利で快適なまち～都市機能の維持・強化」

については、当該部分と関連性が大きいことから、この項目に集約して記載します。 

 

1）高齢化社会に対応した安全・快適に暮らせるまちづくり 

今後ともさらなる進行が予想される高齢化社会に備え、誰もが暮らしやすい市街地

としていくため、総合的な視点においてユニバーサルデザインに配慮したまちづくり

を進めていきます。 

住宅を含め民間施設についても、広くバリアフリーやユニバーサルデザインについ

ての意識啓発・普及を進めていきます。 

国保病院や特別養護ホームほか、既存施設の集積を活かして、保健・医療・福祉等

サービスの効果的な提供を行っていきます。また、NPO 法人ほか民間事業者等とも

連携を進め、より安心・安全な環境づくりを行っていきます。 

 

2）子育て環境の充実 

子育て世帯も安心して住み続けられるまちとしていくため、「第 2 期広尾町子ども・

子育て支援事業計画」などの施策との連動のもと、関連施策を進めていきます。 

新たな公園の整備ほか、子育て世帯等が楽しみ・触れ合える交流空間の整備を進め

るとともに、「広尾町公園施設長寿命化計画」等に基づき、既存の公園緑地のあり方検

討や優先順位を考慮した維持管理・整備を進めていきます。 

 

3）住宅・住宅地の整備・誘導 

「広尾町住生活基本計画」と連携を取りながら、住宅・住宅地に係る総合的な施策

展開を進めます。また、「広尾町公営住宅等長寿命化計画」に基づいて、各公営住宅等

団地の適正管理を進めます。 

近年増加しており景観の阻害要因となっており、倒壊等の事故発生も懸念される空

き家について、情報収集とともに除却も含めた対応方策について検討します。 

また、活用可能な空き家については、まちづくり上の観点から、その活用方向につ

いて検討を行っていきます。 

 

4）きれいで快適なまちづくり 

衛生的な生活環境づくりに向け、下水道の整備促進と老朽化した下水道施設の長寿

命化などにより、安定した汚水処理を行っていきます。 

ごみ処理施設については、広域的な視点も踏まえ適正な維持管理等を進めます。 

国道ほか主要道路の沿道における植樹ますの花植など、町民が主体となった環境美

化活動をはじめとして、魅力的な沿道環境づくりを進めます。 
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5）市街地内における大規模な未利用地等の効果的活用 

旧広尾駅北側の空き地を活用し、周辺に位置する多様な公共施設等との連携のもと、

新たな公園を核にした新たなまちの拠点づくりを進めます。 

そのほか、市街地内の公共施設跡地や、今後の施設除却等により発生する空き地等

においては、将来的な公共施設の移転用地としていくなど、新たな施策展開の場とし

ての活用を視野に入れた検討を行います。 

 

 

 

③災害に強いまち～防災力の向上 

 

1）災害に強い総合的なまちづくり 

治水機能の確保にむけた河川整備を図っていきます。 

準防火地域の適切な指定を進めていきます。 

「広尾町地域防災計画」や「広尾町強靭化計画」等に基づき、災害に強い総合的な

まちづくりを進めていきます。 

 

2）避難環境や新たな防災拠点づくり 

避難場所となる新たな公園や、災害支援物資の保管のための防災倉庫など、高次な

防災拠点としての関連機能の整備・導入を図ります。 

また、津波発生時の迅速な避難のための入舟地区や上浜地区の避難階段、また、各

避難所や避難施設の適正管理に努めます。 

 

3）コミュニティによる取り組みや意識啓発等 

まちの防災力を高めていくため、地域の防災組織づくりや防災に関する意識啓発な

どを進めていきます。 
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④地域の資源を活かした産業振興のまち～産業活性化を支える基盤づくり 

 

1）一次産業のフィールドとなる自然資源の保全 

無秩序な市街地の拡大を抑制し、市街地を取り巻く広尾町の発展をけん引する産業

の場である自然資源の保全を図っていきます。 

 

2）十勝港ほか物流・工業振興の場づくり 

広尾町のみならず背後に広がる十勝圏などの海上物流を支える物流拠点である十

勝港の利活用の促進を図っていきます。 

十勝港内に立地する「広尾漁業協同組合地方卸売市場」については、今後とも適正

な維持管理等を進めます。 

中広尾水産加工団地については、その機能の維持を図っていきます。 

 

3）商業の振興 

中心部における商業の振興に向け、国道 336 号沿道や丸山通等の沿道を中心に、

商業系用途地域を継続的に指定していきます。 

 

4）観光振興や地区の魅力の向上 

「大丸山森林公園（サンタランド）」における観光振興を進めます。 

新たな公園づくりと大丸山森林公園（サンタランド）との連携を意識した魅力ある

空間づくりを検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆広尾町のまちなかにおける「新たな交流の場づくり」について◆ 

広尾町では、鉄道記念公園の北側に広がる未利用地を活用し、これからの人口減少下

においても、安心して住み続けられる地域づくり目指し、以下のような目標のもと、公

園をはじめとする交流の場づくりを進めていきます。 

【大目標】人口減少が進む中においても、安心して暮らせる居住環境の形成 

○目標１-子育てに配慮した子どもが健やかに育つまちづくり 

○目標２-防災力の向上による安全なまちづくり 

○目標３-にぎわい・交流を促進するまちづくり 
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自然景観に配慮した河川整備 

重要港湾十勝港の 
利活用 

 

大丸山森林公園における 
サンタランドの活性化・活用 

まちなかウォーキングのため
の環境づくり 

まちを囲む 
豊かな森林の維持・保全 

中広尾水産加工団地 
の維持 

自然景観に配慮した河川整備 

施設の集積を活かした 
医療・福祉・保健ｻｰﾋﾞｽ 
の効果的な提供 

公共施設跡地等
の効果的活用 

公共施設跡地等の効果的活用 

サンタランドとの連携を踏まえた 
魅力ある土地利用の推進 

まちなかにおける、新たな
交流の場づくり 

軸道路における 
魅力的な沿道環境づくり 

広尾中心部における 
商業の振興 

港湾緑地の維持・長寿命化 
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豊似・野塚・音調津市街地の整備方向 

 豊似市街地 

①現況 

○広尾市街地から約 14ｋｍ北に位置しており、広尾市街地と大樹市街地のほぼ中間地

点にあります。豊似地域全体の人口は約 640 人（H27）です。 

○浦河と十勝を結ぶ国道２３６号（天馬街道）の交通の要衝にあります。 

○地域の農業地帯の拠点集落として、小学校や農村環境改善センター等の公共施設が立

地しています。 

 

 

②課題 

○地域の基幹産業である農業の安定的な発展が必要です。 

○周辺の自然環境の保全が必要です。 

○人口減少や高齢化が進む中にあっても、豊似地域の拠点市街地としての生活利便機能

の維持が必要です。 

○2 つの国道の交差部としての特色を踏まえた、国道沿道における魅力の向上が必要で

す。 

 

 

③整備方針 

1）自然を大切にし活かすまち 

農業のフィールドとなる周囲の豊かな自然環境の保全と活用 

 

2）安心して暮らせるまち 

高齢化社会等のさらなる進行も踏まえた定住環境づくり／豊似団地の適正な維持管理

／合併浄化槽の普及促進／農村交流ゾーンの活用／魅力的な沿道環境づくり 

 

3）災害に強いまち 

農村環境改善センターなど避難所の維持管理／防災意識の向上・啓発 

 

4）地域の資源を活かした産業振興のまち 

農業活性化のための農地保全 
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魅力的な 
沿道環境づくり 

農村交流ゾーンの活用 

豊似団地の維持管理 
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 野塚市街地 

 

①現況 

○広尾市街地から約８ｋｍ北に位置しており、野塚地域全体の人口は約 460 人（H27）

です。 

○地域の農業地帯の拠点集落として、消防会館や公民館等の公共施設が立地しています。 

○旧野塚小学校では、校舎後の活用に向けて「集いの杜プロジェクト」が進行中です。 

 

 

②課題 

○地域の基幹産業である農業の安定的な発展が必要です。 

○周辺の自然環境の保全が必要です。 

○人口減少が進む中にあっても、野塚地域の拠点市街地としての生活利便機能の維持が

必要です。 

○国道沿道における魅力の向上が必要です。 

 

 

③整備方針 

1）自然を大切にし活かすまち 

農業のフィールドとなる周囲の豊かな自然環境の保全と活用 

 

2）安心して暮らせるまち 

高齢化社会等のさらなる進行も踏まえた定住環境づくり／野塚団地・新野塚団地の適

正な維持管理／合併浄化槽の普及促進／魅力的な沿道環境づくり 

 

3）災害に強いまち 

野塚小学校など避難所の維持管理／防災意識の向上・啓発 

 

4）地域の資源を活かした産業振興のまち 

農業活性化のための農地保全／地域産業支援に資する公営住宅野塚団地の活用 
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新野塚団地の維持管理 

旧野塚小学校校舎を活用した 
「集いの杜プロジェクト」の推進 

野塚団地の維持管理・ 
地域産業を支援する住宅としての活用 

魅力的な沿道環境づくり 
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 音調津市街地 

 

①現況 

○広尾市街地から約８ｋｍ南に位置しており、音調津地域全体の人口は約 160 人（H27）

です。 

○海岸部に位置しており、音調津漁港を有しています。 

○日高山脈襟裳国定公園の中にあります。 

○地域の漁業の拠点集落として、消防会館や総合センター等の公共施設が集積立地して

います。 

○周辺の美幌地区等では、サーフィンなどのマリンスポーツが盛んに行われています。 

○市街地の全域が津波の浸水想定区域となっています。 

 

②課題 

○地域の基幹産業である漁業の安定的な発展が必要です。 

○日高山脈襟裳国定公園における国立公園化の動向を踏まえ、周辺の自然環境の保全と

活用が必要です。 

○人口減少が進む中にあっても、漁業の拠点市街地としての生活利便機能の維持が必要

です。 

○災害（津波被害）に強いまちづくりが必要です。 

○海辺のまちとしての魅力の創出が必要です。 

 

③整備方針 

１）自然を大切にし活かすまち 

漁業のフィールドとなる海辺の豊かな自然環境の保全と活用 

 

2）安心して暮らせるまち 

高齢化社会等のさらなる進行も踏まえた定住環境づくり／地域の定住の受け皿となる

公営住宅音調津団地の適正な維持管理／合併浄化槽の普及促進／公共交通の維持確保

／国立公園化を踏まえた環境づくり 

 

3）災害に強いまち 

避難所・避難階段の維持管理／津波などに対する防災意識の向上・啓発 

 

4）地域の資源を活かした産業振興のまち 

音調津漁港の整備・利活用  
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海辺の環境保全 

音調津漁港の整備・利活用 

音調津団地の維持管理 

「音調津避難施設」 

（音調津市街地より南方向約 800ｍに位置） 
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第６章 計画の推進に向けて 

計画の着実な推進のための視点 

 庁内・関係機関等との連携 

本計画における方針や取り組みの実効性の確保や円滑な推進に向けて、庁内各課と

の連携とともに、次の様な視点にて関係機関等との連携を図っていきます。 

 

「高規格道路 帯広・広尾自動車道」や「重要港湾十勝港」の整備、また、令和5

年度から予定している「広尾町都市再生整備計画（広尾市街地地区）」における各種

基盤整備事業の着実な推進に向けて、国や北海道などの関係機関と十分な連携を図っ

ていきます。 

 

また、今後さらに人口減少が進む中にあっても持続可能なまちづくりを進めていく

ためには、多様な分野における広域的な連携の視点が重要といえます。 

現在推進中の「日高山脈襟裳国定公園」の国立公園化に向けて、関連市町村との連

携・協力を進めていくことが必要です。 

 

 

 町民や産業ほか関連団体などとの協働 

本計画は、広尾町の長期的な将来像を見据えて策定を行ったものですが、昨今の財

政状況や公共事業全般における環境変化等を鑑みると、各事業を短期的に実現してい

くのは困難といえます。しかし、町民との協働のもと、少しずつでも着実にひろおの

まちづくりを進めていくことが重要といえます。 

 

このことを踏まえ、町民参加のまちづくりに向けて令和3年度から実施している

「まちづくり町民みらい会議」や理事者との対話の場である「町政懇談会」などの組

織を活用しながら、広くひろおのまちづくりについての意見収取・集約を進めていき

ます。 

あわせて、各種産業関連団体をはじめ、福祉や観光等分野にて活躍中の民間組織と

の連携・協働のまちづくりを進めていくことや、新たな公園整備などをきっかけとし

て、その運営管理やイベント開催に係る住民の参画など、さらなる住民参加の可能性

についても検討していくことが必要と考えられます。 
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 計画の進行管理 

本都市計画マスタープランは、計画期間が20年と長期にわたる計画であることか

ら、今後のまちの動向を見据えながら「広尾町まちづくり推進総合計画」の改定時期

にあわせて本計画の見直しを行っていくなど、適切な進行管理を進めていきます。 
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